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高齢者福祉計画・介護保険事業計画（第 10期）の策定について 

 

１ 計画の位置付け 

 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画は、一体のものとして作成する（介護保険法 117 条第６項）。 

 

２ 計画策定のポイントについて 

（１） 介護保険事業計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 （令和８年３月９日 社会保障審議会介護保険部会資料より） 
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（２） 第 10期介護保険事業（支援）計画の基本指針に盛り込むことが考えられる主な事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和８年３月９日社会保障審議会介護保険部会資料より） 


